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第 １ ２ 回 伊 万 里 市 農 業 委 員 会 会 議 

 

 

１．日  時   令和元年１２月３日（火） 

開会 午後３時００分 

閉会 午後４時００分 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出  席   １３名 

 

４．欠  席    １名 

 

議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 

１ 山口 友三郎 ○ ６ 力 武  正 光 ○ １１ 岸 本  熊 一 ○ 

２ 池 田  良 一 ○ ７ 中 島  德 雄 ○ １２ 相 良  安 夫 ○ 

３ 福 田  義 晴  ○ ８ 西 山  哲 ○ １３ 田 代  三 義 ○ 

４ 松 尾  梨 香 ○ ９ 吉 村  幸 夫 ○ １４ 山 口  光 壽 欠 

５ 江 向  信 夫 ○ １０ 前 田  節 朗 ○    

 

 

議事録署名者  ６番  力武 正光   

 

 １３番 田代 三義   
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５．事務局職員 

 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

事務局長 野中 信守 農 地 係 松 林  豊 

農 地 係 岩野江利子   

 

６．その他出席者 

なし 

 

７．付議事項 

 

議案 第６４号 農地法第５条の申請について              （ ３件） 

議案 第６５号 農地法第４条の申請について              （ １件） 

議案 第６６号 農地法第３条の申請について              （ ４件） 

議案 第６７号 

農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］について 

（利用権設定 通年 １５件） 

（期間借地      １件） 

（期間借地：転貸   １件） 

（農地中間管理事業  ８件） 

議案 第６８号 農用地利用配分計画について              （ ８件） 

議案 第６９号 

「伊万里市空き家に付随した農地の別段面積取扱要領」及び 

農地法第３条第２項第５号に規定する「別段の面積（下限 

面積）」の設定について                 （ １件） 

 

８．報告事項 

 

報告 第２０号 農地法第１８条第６項通知の受理について        （ ４件） 

報告 第２１号 農地等の形質変更工事計画変更届出について       （ １件）       

 

９．連絡事項 

なし 
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議長 みなさん、こんにちは。 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまより第１２回農業委員会会議を開会します。 

本日の欠席者は１４番 山口 光壽委員です。 

 

次に、議事録署名人の御依頼を申し上げます。 

今回は６番 力武 正光委員、１３番 田代 三義委員です。 

事務局で作成する議事録が完成次第御署名をお願いします。 

 

本日の議案数は、６つです。 

議案第６４号 農地法第５条の申請について      ３件 

議案第６５号  農地法第４条の申請について      １件 

議案第６６号 農地法第３条の申請について      ４件 

議案第６７号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進 

事業］について 

利用権設定 通年      １５件 

                 期間借地     １件 

期間借地：転貸  １件 

農地中間管理事業 ８件 

議案第６８号 農用地利用配分計画について      ８件 

議案第６９号 「伊万里市空き家に付随した農地の別段面積の

取扱要領」及び農地法第３条第２項第５号に規

定する「別段面積（下限面積）」の設定について               

１件  

また、報告事項は、２つです。 

報告第２０号 農地法第１８条第６項通知の受理について 

 ４件 

報告第２１号 農地等の形質変更工事計画変更届出について     

１件 

となっております。  
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議長 それでは、議事に入ります。 

議案第６４号 農地法第５条の申請について事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６４号 農地法第５条の申請３件について御説明しま

す。 

議案の１ページ、４２番になります。 

図面は、案内図が１ページ、字図が２ページ、土地利用計画図

が３ページ、平面図が４ページ、立面図が５ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、大型車両等の駐車場建設のための申請です。 

 

農地区分は、第１種農地の農地区分要件、特定土地改良事業等

の施行に係る区域内にある農地に該当します。 

許可基準としましては、住宅、その他申請に係る土地の周辺の

地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で

集落に接続して設置されるものに該当します。 

なお、許可を得ずに転用を行なっていたことに対し始末書が添

付されています。 

 

続きまして議案の１ページ、４３番になります。 

図面は、案内図が６ページ、字図が７ページ、土地利用計画図

が８ページ、断面図が９ページから１２ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、宅地分譲をするための申請です。 

 

農地区分は、第３種農地の農地区分要件、都市計画法第８条第

１項第１号に規定する用途地域に該当します。 
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事務局 

 

 

許可基準としましては、許可し得るに該当します。 

 

続きまして議案の１ページ、４４番になります。 

図面は、案内図が１３ページ、字図が１４ページ、土地利用計

画図が１５ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、従業員及び法人の所有する車の駐車場を建設するた

めの申請です。 

 

農地区分は、第３種農地の農地区分要件、都市計画法第８条第

１項第１号に規定する用途地域に該当します。 

許可基準としましては、許可し得るに該当します。 

 

議案第６４号 農地法第５条の申請については、以上３件です。 

議長 それでは４２番について、担当委員から説明をお願いします。 

〇番委員 無許可で埋め立てられ、駐車場にされていたのできちんと申請

して下さいと言っていました。そのため始末書がついています。

私も申請地を確認しましたが、他の農地に支障が出ることもあ

りません。隣接の水路もきちんと維持されます。地元との協議

もできており、区長、生産組合長の印もありました。私も押印

いたしました。ご審議お願いします。 

議長 

 

 

４２番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、続きまして、４３番について担当委員から

説明をお願いします。 

〇番委員 

 

 

分譲宅地への転用の申請です。この周辺は、ほとんど住宅地に

なってきています。申請地の東側も２～３年前に住宅地になっ

ています。２４～５軒でしょうか。雨水は道路側溝や隣接の水
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〇番委員 路へ排水されます。生活排水は下水道に接続されます。他の農

地に問題が出ることはないと思います。区長、生産組合長の印

もあります。私も確認して印を押しています。ご審議お願いし

ます。 

議長 

 

４３番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、続きまして、４４番について担当委員から

説明をお願いします。 

〇番委員 現在、借りている駐車場を返却しなければならなくなったため、

新たに駐車場を作りたいとの申請です。周りは住宅地で、隣接

地に農地はありません。雨水は道路側溝に流されます。そのた

め他の農地への影響もありません。区長、生産組合長の印鑑も

ありました。私も問題ないと押印しています。ご審議お願いし

ます。 

議長 

 

 

４４番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、議案第６４号 農地法第５条の申請３件に

ついて承認を戴きましたので、許可相当として意見を付して県

へ進達します。 

 

続きまして、議案第６５号 農地法第４条の申請について事務

局から説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議案第６５号 農地法第４条の申請１件について御説明しま

す。 

議案の２ページ、２１番になります。 

図面は、案内図が１６ページ、字図が１７ページ、土地利用計

画図が１８ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇地区です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人が、自宅への進入路のための申請です。 

農地区分は第２種農地の区分要件、中山間地域等に存在する農

業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地に

該当します。 

許可基準としましては、周辺の他の土地に立地することが困難

な場合は許可し得るに該当します。 

なお、許可を得ずに転用を行なっていたことに対し始末書が添

付されています。 

 

議案第６５号 農地法第４条の申請については、以上１件です。 

議長 それでは、２１番について担当委員から説明をお願いします。 

〇番委員 自宅への進入路への転用申請です。すでに進入路として利用さ

れていたので始末書を提出されています。申請地の横が申請人

の自宅で自宅前の道路が狭く出入りが難しいので、隣の畑の一

部を進入路として転用したいとの事です。雨水排水は、申請地

にＵ字溝を設置され道路側溝へ繋がれます。他の農地に支障が

出ることはないと思います。区長、生産組合長の印鑑もござい

ました。私も確認して押印しています。ちなみに自宅前の道路

は、以前から拡張工事の申請をしているそうですが、なかなか

できなくて不便であるということです。ご審議お願いします。 

議長 ２１番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、議案第６５号 農地法第４条の申請１件に

ついて承認を戴きましたので、許可相当として意見を付して県

へ進達します。 

議長 次の議案第６６号 農地法第３条６４番は、私が利害関係人で

ある事案になりますので、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定に基づき、議事参与の制限により、当該事案の審議開始

から終了まで退席いたします。 
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議長 

 

議事進行については、職務代理者の副会長にお願いします。 

（〇番委員退席） 

職務代理

者 

それでは、議案第６６号 農地法第３条６４番の申請について

事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

議案第６６号 農地法第３条６４番についてご説明します。 

議案の３ページになります。 

 

今回は譲受人が法人での申請です。〇番委員が理事をされてい

ます。法人の農地取得については、農地法第３条第２項第２号

の規定により農地所有適格法人以外の法人には許可できませ

ん。しかし、今回の譲受人○○○は社会福祉事業を行うことを

目的として設立された社会福祉法人です。○○町で障害福祉サ

ービスの事業を行なっており、利用者に農作業を通じて就労と

自立のための作業訓練、生活能力向上のための支援活動を行な

っています。法人の目的に係る業務の運営に必要な施設の用に

供すると認められる場合には、農地法施行令第２条第２項第５

号により法人であっても不許可の例外に該当するために、許可

することができることとなります。農地法第３条第２項第１号

の全部効率利用要件は満たさないですが、農地法施行令第２条

第２項第１号のハ、社会福祉法人が取得地を含む全ての農地を

全部耕作し、農地を社会福祉法人の当該事業に係る業務運営に

必要な施設の用に供すると認められる場合には、これも不許可

の例外となります。 

その他農地法第３条第２項の常時従事要件、下限面積要件、地

域との調和要件等については、不許可に該当しないため許可で

きるものとなります。説明については、以上です。 

職務代理

者 

 

議案第６６号 農地法第３条６４番の申請について審議してい

ただき、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 
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職務代理

者 

特に無いようですので、農地法第３条６４番については許可と

します。 

議事参与の制限により退席していただいた〇番委員には着席を

お願いいたします。 

（〇番委員着席） 

これからの進行をお返しします。 

議長 それでは、引き続き議案第６６号 農地法３条６５番から６７

番の申請について事務局から説明をお願いします。 

事務局 議案第６６号 農地法第３条６５番から６７番について、ご説

明します。 

議案の３ページになります。 

申請事由や経営状況等を掲げております。 

全て農地法第３条第２項の各号には該当しないため、全部効率

利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和

要件を満たしております。 

 

議案第６６号 農地法第３条の申請については以上です。 

議長 議案第６６号 農地法第３条６５番から６７番の申請について

審議していただき、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第６６号 農地法第３条６５番から６

７番については許可とします。 

 

続きまして、議案第６７号 農用地利用集積計画［農業経営基

盤強化促進事業］について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

議案第６７号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］利用権設定について御説明いたします。 

 

まずは、利用権設定の通年１５件です。議案の４ページから５
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページに明細書を掲げておりますのでそちらをご覧ください。 

今回は借受人が１２名、貸付人が１４名で、面積は田が３１，

０７５㎡、畑が６，１７４㎡です。利用目的、利用権設定期間、

借賃などは明細書に記載しているとおりです。申出書を６ペー

ジから１３ページに掲げております。 

 

次に、期間貸借１件です。議案は１４ページになります。 

今回は借受人が１名、貸付人が１名で、面積は田５，０２６㎡

です。 

利用権設定期間は、令和元年１１月２日から令和３年１１月１

日までの２年間の内、各年１１月１日から５月３１日までとな

っております。利用目的、借賃などは明細書に記載していると

おりです。申出書を１５ページに掲げております。 

 

続いて期間貸借：転貸１件です。 

議案は１６ページになります。 

今回は借受人１名、貸付人１名、土地所有者１名で、面積は田

１，０１６㎡です。 

利用権設定期間は、すでに利用権が設定されている平成２８年

１１月２日から令和３年１１月１日までの５年間のうち、各年

１１月１日から５月３１日までとなっております。利用目的、

借賃などは明細書に記載しているとおりです。申出書を１７ペ

ージに掲げております。 

 

続いて、農地中間管理事業８件です。 

議案は、１８ページになります。農用地利用集積計画書を１９

ページから２２ページに掲げております。佐賀県農業公社への

利用権設定、貸付となっております。 

貸付人が８名、面積は田が４２，６４５㎡、期間は１０年とな
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事務局 っております。 

 

議案第６７号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］については、以上です。 

議長 

 

 

それでは、事務局より説明がありましたが、議案第６７号 農

用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］ついて御意見、

御質問はありませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、議案第６７号 農用地利用集積計画［農

業経営基盤強化促進事業］つきましては、申し出のとおりに決

定します。 

 

続きまして、議案第６８号 農用地利用配分計画について事務

局から説明をお願いします。 

事務局 議案第６８号 農用地利用配分計画についてご説明いたしま

す。 

議案は２３ページからになります。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項の規定に

よる農用地利用配分計画の作成について、同法第１９条第３項

の規定により、伊万里市長から承認を求められたので、この案

を提出することとなっております。 

先ほど、議案第６７号でご説明を致しました、農地中間管理事

業への集積、佐賀県農業公社への利用権設定を行った８件につ

いて、公社からの借受となります。借受人が１名となっており

ます。面積は田が４２，６４５㎡、期間は１０年になっていま

す。明細書につきましては２４ページに掲げておりますのでご

確認ください。 

 

議案第６８号 農用地利用配分計画については、以上８件です。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６８号 農用地利用配分計画について、御意見、ご質問

はございませんか？ 

 ＜なし＞ 

無いようですので、議案第６８号 農用地利用配分計画につい

ては承認を戴きました。 

 

続きまして、議案第６９号「伊万里市空き家に付随した農地の

別段面積取扱要領」及び農地法第３条第２項第５号に規定する

「別段面積（下限面積）」の設定について事務局から説明をお願

いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６９号「伊万里市空き家に付随した農地の別段面積取扱

要領」及び農地法第３条第２項第５号に規定する「別段面積（下

限面積）」の設定についてご説明します。 

議案は２５ページからになります。 

 

農地の所有権を取得できる者は、農地法第３条第２項第５号の

規定により、農地取得後に５０アール以上の耕作権を持つ者に

限られております。 

ただし、農地法施行規則第１７条第２項において、「新規就農を

促進するために適当と認められる面積を別段面積として定める

ことができる。」とされております。 

伊万里市では、農家数の減少による耕作放棄地の増加や、新規

就農者の確保が課題となっており、新規就農を促すためにも、

就農を希望する人が農地を取得しやくするための「別段面積」

の設定が必要と考えます。 

そのため、伊万里市が行っている「空き家情報バンク制度」を

活用し、就農希望者に住居とともに農地の取得を可能とし、伊

万里市への定住と就農を促進するため、伊万里市空き家情報バ

ンク制度に登録した空き家に付随する農地を取得する際の下限
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事務局 面積として、別段面積を定めることとし、その取扱い基準とし

て「伊万里市空き家に付随した農地の別段面積取扱要領」を定

めるものです。 

「空き家に付随する農地」に係る下限面積については、これま

での研修会で協議していただきました。その内容をまとめ１０

月の研修会で、「取扱要領」（案）をお示したところです。 

本日の会議で、「取扱要領」の設定について、ご審議をお願いい

たします。 

 

別段面積については、「取扱要領」に基づき、所有権の移転の取

り扱いがなされる場合の下限面積を１㎡と定めることを提案い

たします。 

１㎡については、県内他市の状況を踏まえ、また、小規模の就

農希望者であっても、農地の取得が可能となるように１㎡とし

ております。 

なお、取扱要領を満たす空き家に付随する農地であっても、所

有権を取得する場合は、農地法３条の要件を満たす必要があり

ますので、就農予定が無い場合や、効率的に農地を利用するこ

とが認められない場合は、所有権を取得することはできません。 

今回ご審議の結果、決定となれば施行を令和２年１月１日から

と考えております。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議長 

 

 

 

 

 

議案第６９号 「伊万里市空き家に付随した農地の別段面積取

扱要領」及び農地法第３条第２項第５号に規定する「別段面積

（下限面積）」の設定について、御意見、ご質問はございません

か。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第６９号「伊万里市空き家に付随した
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議長 農地の別段面積取扱要領」及び農地法第３条第２項第５号に規

定する「別段面積（下限面積）」の設定については承認を戴きま

した。 

 

議案審議は以上になります。続きまして、報告事項に移ります。 

 

報告第２０号 農地法第１８条第６項通知の受理について事務

局から報告をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第２０号 農地法第１８条第６項通知の受理について御説

明します。 

議案は３０ページになります。 

 

３０番につきましては、借人の都合により、合意解約をされま

す。解約後は、農地中間管理事業による貸借を行なわれます。

議案第６７号 農地利用集積計画の農地中間管理事業１６番に

上程しています。 

 

３１番から３３番は、貸人の都合による合意解約です。 

３１番は、解約後、所有権の移転と貸借を行なわれます。移転

は議案第６６号 農地法第３条の申請６７番、貸借は議案第６

７号 農地利用集積計画の利用権設定通年１５１番、１５２番

に上程しています。 

 

３２番についても、解約後は貸借を行なわれます。議案第６７

号農地利用集積計画の利用権設定通年１５５番に上程していま

す。 

 

３３番については、今後植林への転用を計画されております。 
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事務局 報告第２０号については、以上４件です。 

議長 

 

 

 

報告第２０号 農地法第１８条第６項通知の受理４件について

ご質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、続きまして報告第２１号 農地等の形質変

更工事計画変更届出について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

報告第２１号 農地等の形質変更工事計画変更届出について御

説明します。 

議案の３１ページ、４番になります。 

図面は、案内図が１９ページ、字図が２０ページ、断面図が２

１ページから２３ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区と〇〇〇〇〇地区です。 

 

工期、完了後の利用計画、施工計画を変更するための届出です。 

なお、「形質変更届出事務取扱要領」により工事延長回数を２回

までとしているため、今回最後の計画変更届出となります。 

 

報告第２１号については以上１件です。 

議長 それでは４番について担当委員から説明をお願いします。 

〇番委員 ここは、前から案件としている農地です。田を埋め立て畑とし

て使用するとの申請でした。作付け農作物が変更されます。最

初はキュウリなどを作付けする計画でしたが途中変更され、梅

や柿になっていましたが、今回は、〇〇〇〇〇〇〇〇の技術員

と地権者が話し合って、カボチャの栽培をすると計画されまし

た。ご審議お願いします。 

議長 報告第２１号 農地等の形質変更工事計画変更届出について、

御質問はございませんか。 
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〇番委員 この件は、何回も話し合いを行っています。計画変更を出され

る中で、以前はなかなか作り土がないとのことでしたが、今回

はどうなりますか。 

〇番委員 今回は作り土を入れるということです。かぼちゃですから少し

時期が先ですが、そろそろ準備をしてもらい、春先には作付け

をしてもらいます。 

事務局 事務局からも春作をするようには指示しています。二期できる

ということなので、春作をするために畝は盛り土して、周辺は

藁を敷いてくださいと言っています。きちんと畑になるように。

来年の冬の作付まで待つということは事務局として考えはあり

ません。 

〇番委員 結局それでだめだったら原状復帰ですよね。 

事務局 そうなると思います。畑にしたいとの形質変更届なので、現在

のところ転用違反ではないです。形質変更を完了しないまま転

用申請をされても受付が出来ないと思います。たぶん田に戻し

なさいと指導することになると思います。 

議長 他にありませんか 

＜なし＞ 

無いようですので、これで報告事項を終了します。 

 ＜＜＜議事終了＞＞＞ 

 

 

 

 

 

 


